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第 4回入札制度等監視委員会議事録

１ 委員会の概要

(1) 日 時 平成19年 3 月19日(月) 午後 1 時30分から午後 5 時00分まで

(2) 場 所 県庁本庁舎5 階 正庁

(3) 出席者

ア 委 員

清水修二（委員長） 安齋勇雄 江川和弥 小川静子 北川圭子 佐々木�充

田崎由子 羽田則男

イ 県 側

総務部長 総務部政策監 総務部参事（入札等制度改革プロジェクトチーム主任）

総務部参事（入札等制度改革プロジェクトチーム副主任） 総務部総務予算参事

人事参事 行政経営参事 農林検査参事 建設行政参事 総務部総務予算主幹

建設行政主幹

各発注機関（会津農林事務所、相双農林事務所、県北建設事務所、会津若松建設事務所、

警察本部会計課）担当者 ほか

(4) 次 第

ア 開会

イ 議事

(ｱ) 審議事項

ａ 新たな福島県入札制度等監視委員会の組織及び運営について

ｂ 談合情報の処理について

ｃ 入札参加資格制限の見直しの基本方針について

ｄ 働きかけの記録等の取扱いについて

ｅ 抽出案件について

(ｲ) 報告事項

ａ 県発注工事の入札等結果（平成18年 8 月～11月）について

ｂ 談合情報への対応状況について

ｃ 指名停止の運用状況について

ｄ 格付要件・地域要件（一般土木以外）について

ｅ 特定ＪＶの取扱いについて

ｆ 業務委託等に係る単独随意契約の基本的な考え方について

(ｳ) 各委員の意見交換

(ｴ) その他

ウ 閉会

２ 発言内容

【総務部総務予算主幹】

それでは、定刻となりましたので、ただいまから第４回入札制度等監視委員会を開会いたし

ます。

議事につきましては、清水委員長よろしくお願いいたします。

【清水委員長】

皆さんこんにちは。御苦労様でございます。

今日は３時間ありますけれども、実は、審議報告の内容が非常に多くて、時間が足りなくな

る可能性があるのではないかと思っております。

大変ですけれどもよろしくお願いします。

審議に入ります前に、議事の非公開に関しまして、皆さんにお諮りしたいことがあります。

今日の議題は書面にあるとおりですけれども、そのうちの報告事項の２つ目の「談合情報へ

の対応状況について」という件については、これは公正取引委員会の方の要請もありまして、
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非公開にするということになろうかと思います。

それからもう１つ審議事項の５番目の「抽出案件について」ですが、この件について、事務

局の方から、個別の執行調書の説明のところまでは公開で行って、その後質疑応答・審議につ

いては、これを非公開にしてはどうかと、そして、その審議の概要について、会議が終わった

後、私の方からマスコミの要請があれば説明をするという扱いにしてはどうかという提案があ

りました。

その理由は、皆さん御覧になってお分かりのとおり、今回テーブルに上っている案件は、か

なりアブノーマルな入札という風に見えるわけでありまして、これについて、審議を完全に公

開にした場合に、企業の正当な利益を損なうおそれがあるような内容を含む情報がでる可能性

があるということと、我々の審議が制約されるといいますか、自由な審議がなかなかできにく

くなるという理由だと私は受け取っております。

これについては、皆さんにお諮りしたいと思います。

私の率直な考えを申しますと、談合情報については、これは非公開にするということで問題

ないと思いますが、抽出案件の説明に関しましては、説明の中で入札の執行調書の内容及びそ

の入札の手続に関する情報は報告されるのでありまして、これを業者のサイドの利益に配慮し

て公開にしないという理由はほとんどないと私は思います。

ただ、もう１つ我々の審議が自由に行われにくくなるということは、あり得ると思います。

いずれも個別の案件でありまして、企業の名前がいろいろ出てきているわけでありまして、

これについて、自由な発言がなかなかしにくくなる。マスコミの良識にかかっているのかなと

も思いますけれども、そういう懸念が確かに払拭できない面があると思いますので、もし委員

の皆さんが、そういう面からやはり非公開にした方がいいとお考えになれば、そのようにした

らよろしいと思う次第です。

いかかでしょうか皆さん。

【安齋委員】

こちらから要請しようと思っていたところです。

【清水委員長】

非公開にした方がよいという意見ですね。

委員の皆さんいかがでしょうか。

田崎さんも賛成、小川さんも、北川さんも、羽田さんも、佐々木さんも、そうですか。

それでは、皆さん御同意のようですから、この２つの審議事項と報告事項については、セッ

トにしまして、抽出案件の説明が終わった段階で報道並びに傍聴者の方については、一時、御

退席をいただくという風にしたいと思います。

それでは、まず最初に、審議事項のア及びイ「新たな福島県入札制度等監視委員会の組織及

び運営について」及び「談合情報の処理について」、これは継続の案件であります、これにつ

いて、ポイントを２つ合わせて事務局の方から説明をしてください。

【行政経営参事】

（資料１及び資料２により説明）

【清水委員長】

審議の中身ですけれども、資料１の条例については、このようになったという確認です。

それから２番目の規則については、本日、この委員会として意見をまとめてもらいたいとい

うことです。

次の運営規程に関しましては、素案ということになっておりまして、今回決定するのではな

くて、４月以降新たな委員会でこれを決定するという扱いになっているそうでありまして、今

日は意見を出すということです。

そして、談合情報の処理については、前回からの継続でありますので、今日結論を得たいと

思います。

順次、議論していきたいと思いますが、最初に規則の案についていかがでしょうか。

【安齋委員】

事務局にお尋ねします。

今やってる要綱では、会議の公開、非公開は９条に書いてますね。今度の規則を見ると規則
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に書いてなくて、規程に書いてありますね、規程の９条の方に。

規則と規程というと規則の方が上ですよね。

何かそうすると扱いが軽くなったのかなという印象は受けるんですけれど、規程に書いてあ

るから中身は同じかと思うんですが、その辺の位置付けの説明をお願いします。

それからもう１つ、同じ要綱関係なんですが、例えば、非公開にした時は、議事録も公開し

ないと解釈してよろしいんですよね。

【行政経営参事】

規則と規程の関係でございますが、規則は当然、重要なものということでございまして、今、

安齋委員おっしゃるように、公開、非公開を規則でということも考えられますが、あくまでも

委員会の運営上の問題でございますので、規程でもよろしいかなということでそのような位置

付けにしてございます。

それから、当然非公開にしたものについては、委員長が対外的に説明した限りにおいて公開

するということで考えてございます。

【清水委員長】

非公開とした件については、内容を吟味して、公開が可能な範囲で議事録には載せるという

ことになると思いますね。

運営規程でよろしいのではないかということですかどうですか。

【佐々木委員】

どこで改正できるのかということと、対外的にどこまで公表するかということで考えれば、

委員会の規程ですから、例えば県の例規集に載るのかという問題が１つあって、一般の人に公

開されているという意味では、規則の方がいいんじゃないかと私は思ってます。

【清水委員長】

運営規程まで外には公開されるんですか。

【行政経営参事】

すべて公開する予定でございます。

【清水委員長】

とうことであれば、差し支えないということになりますか。

ほかに、どうでしょうか。

細かいところですが、２ページの第４条「委員会に、委員長を置き、委員の互選により定め

る。」、「委員長を置き、定める」そういう規定の仕方をするんですか普通。選任するとかいう、

そういう表現じゃなくて定めるという風に書くんですか。

【行政経営参事】

そのように規定してます。

【清水委員長】

それは、官庁の表現なんでしょう。

それから、第８条の部会を置くことができる場合、これは、後の方で再苦情あるいは談合情

報の扱いのところで出てくるんですけれども、想定されているのは、臨時に設置するというこ

とのようですね。常置部会というのは考えてないと。少し問題なのかなと思うのは、談合情報

があったときに緊急に会議開きますよね。その時にあらかじめ４人くらいの部会を編成してお

けば、すぐに対応できると思うんですけれども、部会を置くための全体会をやっておかなけれ

ばならないですよね。そういうことになると緊急の対応が難しくなる。部会を置く意味がやや

なくなるのではないかと思います。ただ、ここにはそこまで書いてあるわけではない。ここに

書く必要はないという風に思いますけれども、運用の仕方としてですね、ちょっと気になる点

ではあるんです。

そこは、事務局で検討された結果なのでしょうか。

【行政経営参事】

資料１－１を見ていただきたいのですが、まず１つは、常に部会で議論するのか、委員会全

体で議論する案件もあるのかなということで、部会でやるのか、委員会でやるのかも含めて、

委員長にお任せしたいというのが１つです。

それから、部会は急には立ち上げられないであろう、ということであれば、あらかじめ指名
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していただいても構わないのかなとも思いますし、やはり、緊急なところで、１２人はすぐに

は集まれないだろう、やっぱり４人くらい集まるのがせいぜいかなということがあるので、そ

の時に来れる方が４人くらい集まっていただいてやるのも１つの手かなということで、やり方

もすべて委員長にお任せしたいなという風に思ってございまして、指名もですからあらかじめ

指名をしていただいて、ただ、その際も、結局、当日部会を開くときに４人集まらないで１人

か２人しか集まらないとなるとまたそこが難しいので、その辺の運用の仕方は非常に弾力的に

ならざるを得ないかなということで、今、こういった規程になっております。

【清水委員長】

そうしたら、談合情報があった時に、まず委員長のところにきて、委員長が委員に声かけて、

何月何日何時に集まれる人をというのでもって、その人を部会の委員に指名すればいいという

ことになりますね。

それが１番現実的ではありますね。

あらかじめ常置しておくと、その人は必ず来なければいけない。来られなかったときは困っ

てしまうということになりますね。

その方が動きやすいということですか。

【北川委員】

部会というので考えられるのは、再苦情と談合情報等の不正行為、この２点くらいなんでし

ょうか。

今、現在考えられるところ。

それともう１点なんですけれども、規則の方の８条で「委員会は、その定めるところにより、」

という、「その定めるところにより」というのは、法律用語なのか何なのか意味がわからない

のでお示しください。

【行政経営参事】

１点は、再苦情と談合情報の対応だけ部会を開くということで考えております。

その定めるところによりというのは、後ほど出てくる規程等で対応するということでござい

ます。

【清水委員長】

こういう表現をするんだそうです。

委員会が定めるところによりということですよね。

【北川委員】

そうすると非常に細かいことなんですけれども、この部会というのが、再苦情部会とか談合

情報処理部会とかそういう名称が付くものなんでしょうか。

非常に細かいことで恐縮ですけれども。

【行政経営参事】

これもテクニカルなことなんですが、県によっては最初から再苦情部会、談合部会という部

会を２つつくって、必置にしているところもありますし、私どもの先ほどの弾力的な考え方で

いきますと、部会という名の下に再苦情を処理したり、談合を処理したりということで、その

都度その都度、案件も変えて色も変えていくというような、弾力的な部会運営でいかがかなと

いう風に思ってございます。

【清水委員長】

何も付かない部会というのは妙なもので、その都度付けましょう。

再苦情部会、談合情報処理部会ぐらいで、その都度命名をいたしましょう。

【佐々木委員】

部会の人数が４名というのは、ちょっとどうなのかなと思ってました。

過半数ということを考えると通常５名ですよね。

今聞いたら、弾力的な運用だと言うんですけれども、運営規程を見ると必ずしもそのように

とれないようになっていて、元々ある部会が存在していて、部会長を定めて、いろいろ規定を

つくっているというのとあまり整合性がないんじゃないかと感じますけど、４名ということに

なると３名出席しないと部会が開けない。過半数ですから。２人ではダメなんですね。

仮に４名出たときは部会長が、可否同数の場合は、議長が決するということで、誰を部会長
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にするかということは非常に重要で、通常部会という場合には、奇数でやっているのが普通じ

ゃないかと、なぜ４名にしたのかよくわからないなというのが１つですね。

それから、今言ったとおり、もし実態をそうすると規程とかなりそぐわない。

特に運営規程をみると、運営規定上は部会というのはあらかじめあって、その部会がいろい

ろやって、例えばその部会の委員長が、部会長が委員長に委員会の招集を求めることができる

とかありますから、元々ある程度固定化しているというような形での運営を前提とした規程の

ようにしか読めない。

今のような形で本当にいいのかどうかというのは、どうなのかなという感じは受けますけれ

ども。

【清水委員長】

あらかじめ部会のメンバーを決めておくと、機動的に開催できないという問題はあることは

ありますよね。

【行政経営参事】

１点目の数の問題です。

我々とすれば４名としたのは、１名部会長の方、残り３名なのでそこで多数決でできるだろ

うというのが１つです。それで、もう１つですね、１人欠席になったら、今、佐々木委員がい

いましたように、部会長が１人で可否同数で部会長の非常に役割が大きくなるんではないかと

う話があったんですが、先ほど言いましたように、臨時的にやる時に、来れる方４名を確保し

て部会を開くことが、通常前提となるんであろうということを考えた時に、来れる方で部会を

構成するということを考えると４名で十分かなというのが１点でございます。

それから、規則の関係、規程の関係で任意設置の割には、規定では、部会が常設設置のよう

な表現になっているという点につきましては、確かに文言表現につきましては、そう読みとれ

る場合もありますので、そこは少し、臨時的で良いということであれば、規程の表現をもう少

し再度見直ししたいと思ってます。以上です。

【清水委員長】

今の説明だと、規程の方をいじるならいじるというお話でした。

佐々木さんは、規則の方をもっと厳格にという御意見ですか。

【佐々木委員】

そうではなくて、言っていることと文言上の整合性がとれてないということです。

あらかじめ部会というものがある前提の規程となっているということです。

【清水委員長】

人数についてはいかがでしょうかね。

【安齋委員】

宮城県の例で言いますと、宮城県の契約適正化委員会メンバーが１２名おりまして、部会は

それぞれ６名になってますね。

談合等調査部会が６名以内、苦情等調査部会が６名以内。

私が今まで入っていた審議会では、公共工事の評価委員会ですか、あれも、土木部と農林部

に分かれていますけれど、確か１２名の内、半分ずつ確か部会に所属させたような気がします

ので、そういう意味では佐々木委員いったように、４名ではちょっと足りないんじゃないかな

と。ここが今回１２名にするのであれば、６名以内にして、部会長が１名ですから５名で多数

決という方がわかるような気がします。

１２名いるんですから６名だと機動性が確保できると思うんですが、４名だと私も少ないよ

うな気がします。

【清水委員長】

６名ではなくて、６名以内と。

その方が柔軟に対応できますね。

今の提案と受け取ってよろしいですか。

（安齋委員うなづく）

いかがでしょうかね。

【小川委員】
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私も同じ意見なんですが、規則の方をいろいろみますと、やはり、部会としての責任がかな

り重いんですね。

機動的に対応するということで、部会で判断できることは部会でするというようなことがか

なり想定されていて、どうしても委員会に戻す時は戻せるようになっていますけれども、部会

で判断するということもかなり多いので、４人というのは何かあった時の責任問題とか考える

と、安齋委員おしゃったように６名以内とした方がいいのではないかというのが私の意見です。

【清水委員長】

委員会そのものの人数が１２人ではなくて１２人以内となっておりますので、部会も６名以

内というのは妥当なんじゃないでしょうかね。

【田崎委員】

やはり４人では少ないかなという感触があったので、半分の６名ずつにすると、例えば、あ

ってほしくはないんですが、苦情と談合と２つ重なる場合はその方がすぐに対応できますし、

あらかじめ６名というのを、１年とか、半年とか、私たちも気持ち的に何かあったら声が掛か

るなという、そういうのもあってもいいのかなと。今回こういった初めての設置なので、その

辺、皆さんでどうなのかなと思いますが、お忙しい方もいらっしゃるでしょうから。

【清水委員長】

規則では常置するしないというのは触れていないわけですね。ですから、このままにしてお

いて、あと、運営規程で常置するならばするとしたらいいんじゃないかと思います。

今までの意見ですと、６名以内にしておいて、あらかじめ委員を決めておいた方がいいであ

ろうという意見のようですけれども、大体そんな線で一致できますか。

（特に意見なし）

私も、それでいいのかなと。６名以内としておけば、実際、出席できない人がいても、やむ

を得ないということで対応できますので、その辺でよろしかろうと思います。

ほかにいかがでしょうか。

運営規程についても質問、御意見をお出しください。

【佐々木委員】

６名以内でいいんですけれど、第５条の３項で「委員会の会議は、委員の過半数」となって

いますから、たまたま５名出席したからこれを定数にするというようなことではおかしなこと

になってしまう。

６名以内であれば、５人でも、６人でもそれは委員会で決めればいいんですが、何名出席し

なければ会議は成立しないということは決めなければならない。

過半数が出席しなければならないというのは部会にも援用されているから、１２名以内とい

うのは欠員があっても招集できるという意味ではありますけれども、具体的な定数は特定しな

ければなりませんよね。

１２名の場合は７名いないと会議が開けないということになりますから、部会も６名以内で

あっても、現実に定足数は何人かということは決めなければならないわけです。

【清水委員長】

それはそうですね。

だから、何か案件が持ち上がった時に６名を目途に委員長が指名をする、そこで６人という

のが決まれば、４人いなければ成立しない、場合によっては、５人しか確保できないというこ

ともあり得る、そういう場合には、３人いれば成立すると、そういうことになりますね。

その都度、出席した者が定数になるというわけにはいかない。

それは、そのとおりかと思います。

【安齋委員】

常設ではそうなるんですが、事務局が最初に答えたみたいに、その都度委員長が指名すると

なると、５人でも４人でも即座に集まりますよね。欠席者なしにね。そういう意味では確かに

機動力はあるんですね。さて、困ったな。

【清水委員長】

しかし、先ほどの話だと常置しておいた方がいいということのようですから、勝手にその都

度委員長が指名するというのは止めましょう。
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それはこっちもきついですから。

ほかにありませんか。

それでは、運営規程については、次回にも協議しますので、また、気がついたことがあれば、

お出しいただきたいと思います。

もう１件、談合情報の処理に関して継続になっている件ですけれども、これはいかがでしょ

うか。

５ページの辺りなんですが、談合情報があった場合にこの委員会に上がってくる。それで部

会で検討するなどして一定の意見をまとめる。それに従って入札を無効にするとかいろいろな

措置がなされる。公正取引委員会に報告する。

この一連の情報について、審議の公開に関していうと、この種の事柄は非公開ということに

なろうかと思うんですが、実際にここに書いてありますように報道機関等から求められた場合

に限り、公正取引委員会に情報提供を行った旨、行ったということだけを情報提供するという

ことなんですが、実際にこの委員会で問題ありとなって一定の措置がなされたという事実その

ものは、一切表に出ないで処理されることになるんでしょうか。

【行政経営参事】

無効にしたもの等については公になります。

【清水委員長】

それは、この委員会の議事録の形で出るんですか。

【行政経営参事】

県の決定としてです。

先ほど言いましたように、あくまでも、この委員会については、そういった疑いがあるかど

うか議論いただいて、報告をいただくことになりますが、報告に基づく最終的な判断は、入札

執行権者、契約権者である県として行うものでありまして、県としてやるということでござい

ます。

【清水委員長】

前に議論になったところですけれども、公正取引委員会の方としては、関連する業者に直接

何もするなというような、そういう指示になってますよね。

そのことと、この委員会が調査権限を持って当事者から聴き取りを行うということとの兼ね

合いが、いまいち明確に私には理解できないのですけれども。

【行政経営参事】

そこは非常に微妙なところでありますが、私どもは、契約の相対の当事者として、契約した

いという方々が、こちらにアプローチしてくるわけですから、そういった状況をお聴きするこ

とは、いわゆる公正取引委員会で行っている調査等と重複する、あるいは、その権限を侵すも

のではないと考えてございます。

やり方はいろいろと非常に微妙なところはありますが、そういう一定の線は引けるのではな

いかと思ってます。

【清水委員長】

私は、談合情報があった時に、我々がというか県が独自に調査する前に、即、公正取引委員

会に通告して、直ちに公取が動くということであれば、それでいいんだけれども、実際私向こ

うに行って話を聞いてみたら、そういうことではいちいち公取は動かないというわけですよ。

自ら動かないで県が独自に動くことを制約するというのは、私は理屈に合わないと思ってい

るんです。

ですから公取がこういうかなり厳しい制約を課すこと自体に問題があるのではないかと思い

ますので、我々の委員会としてはここに書いてあるように調査するわけですから、調査すると

いうことは、業者を呼びつけて話を聴くという現に今やっているようなことですから、これは

やることになると思うんですよね。

公取の真意に反するとは解釈しなくてもいいだろうと思ってます。

【行政経営参事】

確認だけしておきますが、我々の行う調査というのは、前にも申し上げたようにあくまでも

私法上の契約に基づく、契約行為が適正に行われているかどうかという調査でございますので、
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いわゆる公取が行う行政調査なり犯則調査に抵触するものではないということで考えてござい

ます。

【清水委員長】

取り調べではない。

【行政経営参事】

はい。

私法上の契約が適正に行われているかどうかの調査で、我々が税金が適正に執行されている

かということでの調査ですので、犯則調査、行政調査を侵すものではないと思ってます。

ただ、それが、逆に条例等で犯則調査に近いものができるとか、やるとかいうことになると

抵触してしまうおそれがあるということで、あくまでも私法上の契約に基づいた、契約の相対

者としての調査を行うという点では抵触しないと思っております。

【清水委員長】

公取の理由は、調査が行われているということで業者は証拠隠滅を行うおそれがあるからと

いうことでやめろと言ってるんですよね。

そういうことで、向こうからいうと不都合だということにはなると思います。

私は気にしなくてもいいんじゃないかと思ってます。

【行政経営参事】

気にはしなければならないと思ってますが、現実的には委員長おっしゃたように、今まで、

当然、事業者の方に来ていただくなどして事情聴取はいろいろやってございますし、そういっ

たものについて、当該機関の方から指導なり注意を受けた事例は今のところないということで

ございます。

【小川委員】

談合情報処理要領の方と今回の委員会のいろいろな役目のところで整理がつかないので教え

てほしいんですけれども、第３の具体的な対応のところで、情報が入札執行前と後で分けてあ

りますが、談合情報を入手した時に事情聴取を行うとかありますけれども、こういったものは

従来どおり担当部署で行ったのと別個に委員会の方で再度改めて調査をやるというような役割

なのか、そこのところを教えていただきたいのと、それから、ここで疑いがあった場合とない

場合に分かれてますけれども、疑いがなかった時にも委員会の方でいつまでに通知があって検

討するというようなことを想定しているのか、それから、いろいろ見てみますと、事実があっ

たと認められる場合とない場合と２通りのことが定められてまして、他県のホームページ上で

確認できるのを見てみましても、あった時とない時と２通り想定しているのが大半なんですけ

れども、ちょっと調べましたら、これは北海道の富良野市だったですが、富良野市では談合の

疑いが強い場合の例外というのがあるんですけれども、今後、福島県の方でもないとは断定で

きないけれども疑いがあるというような時のことを想定して、今後この要領を直す予定がある

のかどうか、その辺を教えていただきたいと思います。

【行政経営参事】

前の談合情報処理要領を見ていらっしゃるかと思うのですが、そこは全部クリアにしていた

だきたいと思います。

クリアしていただいて、今回、資料としてお渡ししたものに基づいて今後はやるということ

ですから、談合情報があった場合に事前に調査するしないはない。とりあえず入札をやる。や

って開いてから調査にはいるというのが１点でございます。

それから、資料の２の６ページの（12）で、今回は事実があるなしだけじゃなくて、疑いが

払拭されない場合についても踏み込むということで考えてございます。

ですから、資料に基づいてこれで良ければ新たに要領という形で落とさせていただくという

ことでございます。

【小川委員】

全部整理がつきました。ありがとうございました。

【清水委員長】

我々が動く前に事務局が調べるということがなくなるんです。

【佐々木委員】
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事情聴取の時期について４ページのところで書いてありますけれど、談合情報提供者からの

事情聴取という概念は入っているのでしょうか。

具体的に提供があった場合の事情聴取というのは、これは当然やるという前提でよろしいん

ですか。

これがちょっとわからなかったんで。

【行政経営参事】

相手方がわかっているのもので、相手方の協力が得られれば、そういったものもやるという

ことで考えてございます。

【北川委員】

過去の談合情報の実績の数が出ていますけれども、差し支えなければどのような事例だった

のか、例えば、ランクがどういう業者であったとか、差し支えのない範囲で教えていただけれ

ばと思います。

それと、６ページの不自然な入札の考え方なんですけれども、法則性がある、一定の刻みに

分類できるということの意味がわからないので教えてください。

それから、佐賀県の例ですか、プラスマイナス０．５％以内の場合というのが出ているんで

すが、そういった数で示す必要はないんでしょうか。

不自然な入札の例ですべての入札額が一致しているとなっているんですが、予定価格に近い

というものを書き加える必要はないんでしょうか。

【建設行政参事】

申し訳ありませんが、具体的な談合情報の事例が手元にありませんので、後ほど提供させて

いただきたいと思います。（会議途中で提出）

【行政経営参事】

「すべての入札金額が一定の刻み」、それから、「プラスマイナス０．５％」という決め方を

したらどうかということなんですが、今回は６ページにありますように漠然とした言い方にし

ておりまして、委員会なり部会の中で議論をして判断をいただくのがいいのではないか。例え

ば法則性があるのは最低額から５０万刻みに１０者が揃っていたとかそういったものもありま

すが、あらかじめプラスマイナス０．５％というようなことを決めるとそこを外してくるとい

うこともいろいろ考えられますので、委員会なり部会の中で、やはりこれは払拭できないとか

これはおかしいとかいう議論をしていただければありがたいと思ってます。

【清水委員長】

あまり具体的にしておかない方がいいと思いますね。ケースバイケースだと思いますので。

今までも落札業者だけが１人だけ安くてあとは横並びになるというケースが結構ありまし

た。

【佐々木委員】

今回の国土交通省の新聞報道によると、退職されたＯＢの方が関与されていたけど、国土交

通省が聴いたのは現職の職員だけで、噂になっていたＯＢについては結局聴かなかった。

今回の６ページを見ても、設問は職員又は職員ＯＢと書いてあるんですが、結論は県は職員

を出席させるということなんですけれども、ＯＢに対しては要請はするということにはなるん

ですか。

それは、入札監視委員会がと書いてありますが、県の方はＯＢに対しては出席させて事情聴

取をするということは念頭に置いてないのでしょうか。

【行政経営参事】

書き方ですけれども、職員と違った書き方をしているのは、職員は業務命令で出席させるこ

とはできますけれども、ＯＢ職員に対しては要請までで強制力は伴いませんので、そういった

書き方にしております。

【清水委員長】

出席させるという言い方はＯＢに対してはできないということのようですね。

【佐々木委員】

書き方が２つに分かれていて、委員会がＯＢに対しても意見を聴くことができますと県はす

ると書いていないんですね。
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県はあくまでも職員を出席させると。それをちょっと聴いただけです。

【行政経営参事】

調査の主体が監視委員会ということでございますので、監視委員会の名前で職員又はＯＢに

出席を要請する。

それで、要請された現職職員については、当然、出席をさせるという、そういう書き方にな

っているということです。

【清水委員長】

職員は出席しなければいけないということなんですよね。

【行政経営参事】

もちろんそうです。

県としては出席させる。

そして、ＯＢについては、要請までしかできませんので、県も改めて要請しろということで

あれば、それは書き換えていただいて結構ですけれども、出席させるということまでは書けな

いという趣旨でございます。

【羽田委員】

県の回答はちょっと甘いんじゃないかと私は思いますね。

その前段に（７）で業者に対しては、調査に協力しない者に対してはペナルティを課すと書

いてあるわけですよね。そして、後ろにくると「特定されるとき」と書いてあるんですよ。

情報があった場合にすぐ呼ぶということではなくて、「職員又はＯＢが特定されたとき」は

となってくると、県の姿勢としてはちょっと弱いんじゃないかなと思いますよ、私は。

【行政経営参事】

５ページの（７）の事業者に対するペナルティと（９）のＯＢの扱いが違いすぎるんではな

いかということなんですが、まず、（７）はペナルティと書いてありますが、刑罰ではござい

ませんし、私法上の関係でございますが、（７）はなぜこういうことができるかというと、あ

くまでも県が契約しませんかと呼びかけて、それに契約したいということで入札した方は、契

約の相対関係なわけです。

申し込んできた方が契約に関しての事情を聴かれた時に説明を拒むというのは、やはり契約

の当事者として不誠実ではないかということで、そういったペナルティというか、こちらの方

としてはそういった制限ができるのではないかということでございます。

ＯＢの関与ということでございますが、関与しているＯＢについては、入札妨害罪とかそう

いった刑法の話になれば私どもの手を離れるわけでございますので、こういった私法上の関係

の中では、要請というものが限界ではないかということで、職員ＯＢは契約の相対の当事者で

はございませんし、私法上の関係の中でのどういう位置、その方がどういう位置にいるかによ

って濃淡がつけられてくるのかなと思ってますので、そういった形の中での職員ＯＢだという

ことで御理解を賜りたいと思います。

【清水委員長】

特定されないことには呼びようがないということでは。

【佐々木委員】

そういうことではないと思います。

例えば、土木部で疑いがあるとなった時には、本来県の姿勢としては、土木部の職員全員か

ら事情を聴くとかそういうことがあってしかるべきではないか。

そういうことはどこにも書いてないんですよ。

言い方としては入札制度等監視委員会がやる事情聴取のみを書いてあると言うけど、基本的

に県自身もそういう風に疑われた場合は、自分の職員から事情を聴くというのは普通ですよね。

国土交通省ですらやっているわけです。今回ね。問題が起きてから。

ただ、名前が出てたのはＯＢだったけれどもＯＢからは聴かなかった。分かっても聴かなか

ったというのが今問題になっているわけでしょ。

だから、一応、現職の人には聴いたわけですよ。聴いてありませんでしたと報告を出してい

るから。

そういう姿勢がないと思われたので質問したということです。
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羽田委員がおっしゃたのは、確かに「特定されるときは」ですから、そういう意味ではなく

て、官製談合が疑われるというような場合には、なかなか特定しにくいわけですよ、しにくい

けどそういった疑いがあった場合には、率先してやるべきではないかという意見だと思います。

【清水委員長】

それでは、「職員又は職員ＯＢが特定されるときは」は別に削除しても構わないと、そうい

う御意見ですけどね。

削除して不都合は特にないんじゃないんですか。

【行政経営参事】

特にはございません。

【清水委員長】

特定されなくても、何者かが関与している可能性が高いという場合は調査の対象にはなると

いうことですね。

皆さんよろしいですか。そういうことで。

時間の関係もありますので、このくらいにしてよろしいでしょうか。

【安齋委員】

先ほど聞くの忘れたんですが、元に戻って申し訳ございません。

第９条委員の除斥のところで、利害に関係のある事案については、議事に加わることはでき

ないということなんですが、利害関係というのはどの程度で考えるんですか。要するに、例え

ば、自分なり配偶者とかなんかが会社の役員に入っているというのはわかるんですけれども、

例えば、私とか佐々木委員みたいに顧問先が例えば建設業者でそこの議事に入れないとなると

いう問題がありますが、どの程度の利害関係を念頭に置いているのか教えてください。

【総務部総務予算グループ主任主査】

今、要綱上にありますが、新しい規則の第９条の方で、委員の除斥ということで書いてござ

いますけれども、一般的な話でありますが、例えば、本人が事件の当事者であるですとか、直

接的にその事件に関与しているような、そういった場合については、そういった事案には入れ

ないという風に考えてございまして、間接的に関与しているというようなものについては、こ

の除斥には当たらないということでは考えてございます。

【行政経営参事】

仲裁法の規定を援用すればいいのかなと思っておりまして、それでいくと、事件の当事者と

いうのは当然の話でございますが、例えばその契約の問題であると、例えば委員がその契約者

の代理人とかそういった法的な地位にある場合は、除斥をするということになりますし、例え

ば、配偶者や家族、親族の方が契約の当事者であった、そういったものについては、除斥とい

う形になりますので、そういう仲裁法の考え方を援用して考えていければ、例えば、代理人、

それから補佐人、証人、鑑定人、共同権利者、共同義務者等々そういった者になっている場合

には、除斥の対象になるんじゃないかということで考えればよろしいのかなと。そこを細かく

委員会の規程の方に規定した方がいいのかどうか御議論いただきたいのですが、ある程度、契

約案件の時にスクリーニングをかければ自ずとわかってくるのかなと思っておりますんで、そ

の辺御議論をいただきたいと思います。

【清水委員長】

明確に運営規程に書いた方がいいですか。

【佐々木委員】

除斥のほかに、普通は回避という規定があって、自ら回避するということができるようにし

ておくのもいいんじゃないないかなと。自分が利害があると思ったときは、これには当たらな

いけれども、私はできませんという規定を入れるという方法もある。

【行政経営参事】

９条の第２項辺りにそういう規定を追加した方が私もいいかと思いますので、そういう規定

をさせていただきます。

回避した場合の定足数の考え方についても、併せて規定させていただきたいと考えてます。

【安齋委員】

佐々木委員、そういう時は、意見も言えなくなるんですか、例えば利害関係がある時は、意
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見は言って議事から外れるんですか。

【佐々木委員】

その辺は常識で。

【清水委員長】

最初の案件、大分時間を取りましたので、これくらいにしましょう。

整理しますと、規則に関しまして、部会の人数を６人以内という風にするということ、それ

から今出た件ですね、回避するという件についても、文言を入れるということで、次回、確認

したいと思いますので、改めて出してください。

あと、談合情報の取扱いに関しまして、先ほどの県職員及びＯＢの扱いに関して、職員又は

職員ＯＢが特定されるときはという文言を削除するということで処理してください。

なお、部会については、常置するという方向で改めて運営規程を整理したいと思います。

【行政経営参事】

規則についてなんですが、４月１日から条例が走りますので、併せて４月１日付けで規則を

制定させていただきたいと思います。

今の件、６名以内の話と９条の２項に回避を付ける、定足数についても回避した場合の定足

数の考え方も入れるということで、事務局にお任せをいただいて、４月１日付けで規則を走ら

せていただければ大変ありがたいなと思います。

【清水委員長】

私にメールをください。

皆さんにお知らせしますので、御意見があれば間に合うようにお出しください。

そのように処理をいたします。

【佐々木委員】

委員長に一任する形でいいです。

【清水委員長】

一任でいいですか。じゃあ皆さんにはお伝えするだけで。

では、次の議題にいきましょう。

議題のウ「入札参加資格制限の見直しの基本方針について」、ポイントを説明してください。

【行政経営参事】

（資料３により説明）

【清水委員長】

最後に逮捕されたとか、起訴されたとか、そういう事実がなくても一定の資格制限を行うと

いうことの是非に関しては議論してもらいたいという、特に付言がありました。

どうでしょう。

【江川委員】

事情聴取だけではなくて、証拠書類の提出とか調査権限というのはどれくらいあるのか教え

てください。

【行政経営参事】

先ほどの資料２の６ページを見ていただきたいと思いますが、資料２の６ページ（１１）、

談合の事実があったと認められる場合の考え方と関係するんですが、そこにありますように、

調査をしてみて具体的に入札参加者が談合がありましたという証言をされた、あるいは物的証

拠があった、こういうものについては談合の事実があったと認められる場合に該当するのでは

ないか、そういったものについて、あくまでも我々捜査機関ではありませんので、入札執行権

者、契約権者として、談合の事実があったものと認めて参加資格の制限を行うという風にでき

るかどうかという点を議論していただきたいということでございます。

【江川委員】

確認ですが、その場合はただ単に証言だけでも十分可能であるし、証拠がなくても十分可能

ですよということでいいということですよね。

【清水委員長】

物的証拠がなくてもということですか。やった本人がやったと言えば。

我々警察ではないので、容疑者を締め上げて自供させるということはあり得ないですよね。
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ということで、やったと認めれば自白の証拠性が高いということですかね。

【佐々木委員】

例えば、談合情報などを開札する前に自分から進んでありますと言った場合に、私は逆にペ

ナルティを課さないということを入れないと、なかなか談合情報に参加した人からの情報提供

はない。制裁だけでは難しいんです。昨今の談合情報について言えば、大手の企業でも課徴金

の問題があるんで進んでやった方が、一番最初に言った者が一番免除率が高いということで、

これを導入しないと、なかなか監視委員会の調査といっても、そういった調査をやったことの

ない人が呼んでやったところで簡単には出てこないんで、むしろそういう仕組みが作られまし

たよということを広く報道することによって、自分は早く言えば逃れるということで、それが

いいかどうかということが議論があるかもしれませんけれども、是非検討した方がいいんじゃ

ないかと、私個人的には思っているんです。その時期をどうするかというのはいろいろあるか

と思うんですが、まさに開札する直前までであれば全然問題ないような気がするんで、そうい

う仕組みを是非検討していただければなと。今回のやつにはペナルティの強化だけがでている

けれど、そうでないところを検討するというのがないんで、是非検討していただきたいと思い

ます。

【清水委員長】

この件、前にもお話しが出たんですが、もし、そのことを盛り込むとしたらどこに入れるこ

とになりますか、今回、提案のあった入札参加資格制限の部分にそのことを入れるということ

になりますかね。

【建設行政参事】

それにつきましては、前からも検討するということでお話ししまして、事務局の方でも検討

しておりますが、先ほどありました手を挙げた時にそれを受けて県がどのような措置をとるの

か、それがどういう効果があるのかを十分見極める必要があるんではないかと。

１つは、談合がありましたという方について、もしそういう事実があれば、入契法の第１０

条で公正取引委員会にそういう疑わしいものについては通知しなさいよということになってま

すので、県としては、まず、公正取引委員会に通報することになると思いますけれども、私が

やりましたという事実だけをもって資格制限をするだとか、そこら辺の十分な議論が必要なの

かなと思いまして、今回の基本的方針に盛り込んでおりませんでしたが、先ほど検討事項とい

う中の談合の客観的な事実をどのようなことで認定するかというようなことも関連してくると

思いますので、今後、私ども議論していきたいと思いますし、監視委員会の方でも議論してい

ただければと思っております。

【清水委員長】

今後の課題にしたいということですか。

実際には、談合情報の情報源が当の入札参加業者であった場合ということになりますよね。

その場合に談合情報があった、とりあえず入札はやるわけですから、やった後で情報どおりに

なっていた場合に、誰にペナルティを課し、誰にペナルティを減ずるかという問題になります

ね。

【建設行政参事】

あと、課徴金の減免制度で減免措置された者については、国の方では指名停止期間を１／２

等にしておりますけれども、県の今の考えを申し上げますと、基本的には談合をやったという

ことは紛れもない事実ということで、今の基準では指名停止の基準の指名停止の減免という形

は、福島県ではとっておりません。

【佐々木委員】

だからこそ、減免することを検討されたらどうですかと。しかも、大幅にね。極端に言えば。

２分の１なんてことではなく、もっと減免したらどうですか。

そうした談合ができにくくするために、どういう仕組みを作ったらいいかということを議論

しているわけです。

そういうことがあれば、誰か一人でも裏切り者がいたら、簡単に言ったら、談合が一遍に潰

れるわけですから、やる方にとってはものすごい負担ですからね。これも。

ですから、そのような制度を作られたらどうですか。
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【清水委員長】

この件は、どうでしょうね。早急に検討して、次回くらいに、御提案お願いできますか。

【行政経営参事】

今の件も含めまして、再度検討させていただきたいと思います。

【安齋委員】

そうすると、県で言えば、１つは損害賠償予約金が、この前１０％から２０％に加算されま

したね。あれで、自発的に協力したところは、１０％に留めるとか、もう１つは入札停止期間

というか制限期間が最大２４か月になりましたけれど、３ページでよくわからないのは、改正

案、今までは、例えば、わかりやすいやつで言うと、一番上ですか、贈賄の時３か月以上１２

か月以内が、いきなり２４か月になってますよね。これ２４か月以内じゃないんですね。２４

か月なんですね。

【清水委員長】

以内ではなくて、２４か月であると。

【安齋委員】

そうすると、さっき言ったみたいにペナルティーの解除といいますか、協力した者、談合情

報を寄せてくれた者には、少ない期間でやる場合ができなくなっちゃいますよね。これを見る

と。前みたいに、何か月以上何か月以内とかの規定の方が弾力的に運用できるんじゃないんで

すか。逆に。

【清水委員長】

ただ、それは別個に決めればいいんじゃないんですか。

【佐々木委員】

いろいろ同じ規定が並んでいる中で、別のところに定めればいいです。

【安齋委員】

じゃあ、できますね。

【清水委員長】

そう思いますよ。

５ページの四角で囲った部分について、特に、検討してもらいという、そういう話なんです

が、この件は、ここに書いてあるとおりで、よろしゅうございますかね。

この委員会として十分証拠があるという風に判断した場合には、これぐらいの措置はとられ

るべきであるということです。

【小川委員】

別表２の６、７とありますが、これは、以前の指名停止の時の基準の別表２の６、７がいき

るということですか。

付けてないけど前のものがいきているという考えでよろしいんでしょうか。

【清水委員長】

どこに書いてあるの別表って。

【建設行政参事】

３ページの措置要件の１「贈賄」と書いてありまして、その下に括弧別表２の１、２、３と

いう風に書いてあります。

申し訳ありません、こちらの方につきましては、資料として皆様の方にお渡ししておりませ

んので、ちょっと説明不足になっておりますけれども、以前の別表第１、別表第２と同じよう

な形で、別表１、別表２というのを設けますということです。

【小川委員】

中身は同じとは言えないんでしょうか。

【建設行政参事】

例えば、先ほど説明しました１ページの（３）の新たに独立させる措置要件も加わりますの

で、前の基準の要綱の別表第１、別表第２の項目とはちょっと違ってきております。追加され

る項目もありますし、細かに基準を定めるという部分もあります。

【清水委員長】

次回、それも併せて出してください。



- 15 -

【小川委員】

それなら、わかりました。

【清水委員長】

それでは、この件継続ということでよろしゅうございますか。

先ほど四角で囲った部分も含めて改めて議論しましょうか。

【行政経営参事】

４月から入札を開始する時に規定が何もないと参加資格制限が何もできませんので、１ペー

ジから４ページまでについて差し支えなければこれでやらさせていただきたいというのが１つ

と、５ページと今日出た話につきましては、今後検討して追加をさせていただきたいと考えて

ございます。

【清水委員長】

よろしゅうございますか。

（特に異議なし）

よろしゅうございますね。では、そのようにしましょう。

【安齋委員】

２ページの１番上、ペナルティのところですけれども、３か月の資格制限、これ軽すぎはし

ませんかね。もっと厳しくしてもいいんじゃないですかね。

かなり、強化して最大２４か月にしてますので、それと整合性をとるともう少し重くてもい

いんではないですかね。

どうなんですか。事務局。３か月で十分ですか。

【行政経営参事】

３か月でも相当なペナルティかなと思ってます。例えば、３ページの（２）の公衆損害工事

で県内の場合最大６か月とか、県内の場合は最大３か月とかになってますから、それに匹敵す

るくらいのペナルティになっておりますので、それ以上とするのは均衡から考えると難しいの

かなと思っております。

【清水委員長】

３か月経った後でも主観点は減点になるんじゃないですか。

それでは、次の議題に移りましょう。

「働きかけの記録等の取扱いについて」です。

これも、継続となっていたものです。

説明してください。

【行政経営参事】

（資料４により説明）

【清水委員長】

何かございますか。

【佐々木委員】

前回いただいた資料は今回のと違いますけれども、もっと広い意味で職員が働きかけを受け

た場合に不正を許さないシステムとしてやろうということで、必ずしも今回のように入札・契

約に限定してなかったかと思います。

私は職務上知り得たいろいろな事情で、具体的な事情をお話しできなくて申し訳ないんです

が、実際に私が知っている限りでは、こういう働きかけが具体的にあったと、あるいはいろい

ろな問題について知っている事項としてはかなりあります。

そういう意味では、これは良い制度だと思っております。

今回、たまたま入札・契約に限定するということは、逆にせっかくの機会を失してしまうん

ではないかと思いますんで、やはり最初に提案された資料５のように広い形で出された方がい

いんではないかと。

今後の課題とされている許認可とか採用・人事ありますけれども、まさにこれらの方が実際

問題で、入札・契約にだけ限定しても元々のシステムとしての機能する範囲は、逆に今回の入

札等については、かなりこれをしなくても解消できる方向に行っているわけですよね。それ以

外の問題で言えば、ここの所がポイントになるのではないかと思いますので、必ずしも限定し
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ない方がいいのではないかと私は思ってます。

【清水委員長】

ここに書いてあるように、鋭意進めてもらいたいということですね。

【安齋委員】

この働きかけは検証委員会の時に口利き制度をつくろうと、それは職員を守るための制度づ

くりの一環として提案したものなんですが、今回のを見ると様式定まってないんですけれども、

なぜ、決めてないんでしょう。記録表をつくるとなってますが、記録表の様式がないんですけ

れど。

【行政経営参事】

概要説明ということで様式は付けていないということです。当然様式はつくってやるという

ことになります。

【清水委員長】

４ページの下の方に書いてあるように、上司からの指示というのは特に問題があるような件

に限って報告すればよろしいと。そうでない場合には、問題があろうとなかろうと全部出しま

しょうと。その方が出しやすいんですよね。

よろしいですか。この件に関しては。

【羽田委員】

一定の公職にある者等の範囲ということで、具体的に書いてあるんですけれども、各種団体

等の役員となってますので、ちょっとアバウト過ぎるのかなということが１点と知事、副知事、

国会議員云々市町村長も書いてあるんですけれど、できましたら私は行政機関、とりわけ上部

の行政機関も入れるべきではないかなと私は思います。

【清水委員長】

どうですかね。国の役人というのは入ってないという指摘のようですけれども。

【行政経営参事】

各団体の定義付けはなかなか難しいです。やるとすれば例示くらいしかなくなるんですが、

例えば、何とか連合会とかそういう例示にならざるを得ないんですが、ここは幅広に考えさせ

ていただくしかないんですね。各種団体といった場合には、なかなか難しいと思ってます。

それから、国等の上級機関については、表現方法については考えたいと思います。

それから先ほど佐々木委員の方からすべてについてせっかくだからやったらどうかという話

がございました。ここは内部でも非常に議論がございまして、①から③までについてはあると

しても、④辺りになりますと、通常の事業の決定、補助金の採択についてはいろんな段階で意

思形成過程というのは輻輳してきます。それから、その中でいろんな御意見御要望も輻輳して

入ってくるということで、④⑤辺りは特にすべてのものを記載するとなれば事務的には非常に

大変になるんではないか。それからそういう政策決定が多層・多重になっている場合には働き

かけが特定できるのかというのが難しい部分でもっと議論が必要かなと思ってますし、逆に許

認可等明々白々なものは簡単なのかなと思ってます。

我々は後ろ向きに回避しているわけではなくて、県としては前向きにやっていく。ただ、県

としては働きかけについてやった経験がありませんので、現場が混乱しないためには、まず業

務限定でスタートして、何年も業務限定でやるつもりはございませんので、ある程度スタイル

ができて、様式ができて、システムができれば、順次追加していきたいというつもりでござい

ますので、当面、こういった形で走らせていただきたいと思っております。

【清水委員長】

この委員会の職責を聞かれると、入札及び契約ですから。

【佐々木委員】

３番目までは異論がないというお話しですから、私も採用の問題とか許認可の問題とか非公

式にはいろいろ聞いているんで、３番目までについてはおそらく事項としてそれほどあるわけ

ではないので、やっぱりできるんであれば、そこまででもいいんではないかと。できるだけ。

事務局内部での議論も一致しているのであれば、多くされた方がいいんではないかと。

【清水委員長】

要望として受けておいてください。
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そうすると各種団体等についてはこれ以上書きようがないということ国の行政機関について

は入れるという話ですね。

それはそれでよろしいですか。

それじゃその点をお願いするということで。

【安齋委員】

参考までに申し上げますと、検証委員会で提案した時の１つの話題として、橋をつくってく

れというのは要望だから働きかけではないでしょうと。働きかけというのはどこどこの業者を

指名に入れろとかそういう場合だけれども、疑いがあった時に、口利き情報だと思われますの

で記録表に留めますけどいいですねと確認してやれば、逆に相手方が引っ込むんではないかと。

そこでチェック機能が働きますからね。そういうことで検証委員会で議論になりました。

【清水委員長】

私の意見は、問題があるかどうかを当の職員に判断させるのは酷だと思うんですよ。だから、

何か言われたら必ず出すと。機械的に出してしまえば、その職員が後で責められることはない

と私は思うんです。

それでは、国の件については入れてもらうということで、処理してください。

次が「抽出案件について」ということになるんですが、説明に入る前に報告事項の最初の所

「県発注工事の入札等結果」、つまり全体状況についてを説明していただいて、その後で個別

の案件の説明をいただくことにしましょう。お願いします。

【総務部総務予算主幹】

（資料６により説明）

【清水委員長】

かなり大量の資料なんですがどうでしょうか。御覧になって何かお気づきの点がありました

らおっしゃてください。

【羽田委員】

できましたら、４月以降になると思いますけれども、落札業者の整理をする際に、業者名が

ずらずらと出てますから皆さんはどこの管内の業者かわかるんでしょうけれども、分かるよう

な資料がほしいなと思います。

せっかく導入するんですから。

やはり競争がきちっとあったかどうかを見るためにも。

【清水委員長】

ついでに私の方から要望しますと落札率の欄をつくってもらいたいと思います。

それで、私が一番関心がありましたのは、要するに条件付一般競争入札でこれから行こうと

思ってるわけですから、条件付一般競争入札の結果がどんな風になっているのかということな

んですよね。

今ちょっと触れられました１９ページの所、土木部の一般競争入札に係る部分ですが、ざっ

と見ますと６０％台の落札率の所が４件あります。５番が６４．７％で、それから６番は舗装

工事なんですが、これが６９．５％になってます。それから１７番の鋼橋上部が６４．２％、

１８番が６８．０％です。６０％台はそれだけです。あと７０％台がいくつかあります。８０

％ちょうどというのが２９番と３４番です。８０％ちょうどというのは実はあとで出てきます

んで、個別の案件で、これについては議論を要すると思います。

とにかく条件付一般競争入札とした場合に、工事の種別にもよりますけれども６０％台の落

札率というものが現に出ているということは注意すべきだと思います。

このことと最低制限価格等について考えなければいけないのではないかと私は感じました。

ほかどうでしょうね。質問等ございませんか。

（特に質問等なし）

この資料については次回以降随時出るということですので、落札率の欄を設けていただき、

また、どの地域の業者なのかということ、これは管内とか隣接三管内とかそういうことをわか

るようにしていただいた方がよろしいですよね、そういうことで表示をお願いしたいと思いま

す。

１件、１件のやつは既に公表されているものなんですよね。見ようと思えば見られるもので
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すよね。別に隠されているものではないと思います。

それではこの報告は終わりにいたしまして、個別の抽出案件について報告をいただくことに

いたします。

最初に決めましたとおり、報告が終わった段階で傍聴者の方には御退席いただくことになり

ますので、よろしくお願いいたします。

それと談合情報を一緒にやります。

また、再開しますから。

【行政経営参事】

非公開部分を最後にやった方がよろしいのではないでしょうか。

【清水委員長】

じゃあそうしましょうか。非公開の部分は一番最後に回して、報告事項の「指名停止の運用

状況について」の報告をしてください。

【建設行政参事】

（資料６により説明）

【清水委員長】

今回不正の案件が結構多いですね。

何か質問ありますか。

（特に質問なし）

ないですね。じゃあこれは終わります。

次は「格付要件・地域要件について」、一般土木については前回確認しましたが、ほかの工

種については報告事項といたしましたので、報告をしてください。

【行政経営参事】

（資料８、９及び１０により説明）

【清水委員長】

３つ全部一緒に説明してもらいました。

どこでも結構ですからどうぞ。

地域要件の一番最後のグラウトとは何ですか。

【総務部参事（入札等制度改革プロジェクトチーム副主任）】

グラウトと申しますのは、ダム等の場合、ダムの本体工をコンクリートでつくりましても、

その下の地盤に亀裂がありますとそこから水が漏れます。

そういう所には水セメントとか水ガラスそれに近いものを注入して空隙を埋めまして、そう

いうところから水が漏れないようにするそういうようなものをグラウトといいます。

【清水委員長】

それと地域要件に関わることなんですけれど、全国一本でやるというケースがいくつかあり

ますよね。

要するに県外から入ってくるということですけれども、同じような工事であれば他県の工事

にも県内の事業者は出られるようになっているかどうか。バランスがどうなっていますかね。

福島県だけが不利な状況に置かれるというようなことはないと考えてよろしいですか。

【行政経営参事】

そこまでは確認しておりませんが、見ていただきましたように橋りょう上部の会社だとする

と全国で４０数者ですので、どこも似たような状況かなと思います。

現実的に言いますと指名競争入札でも県内だけの業者ではとても足りないので、県外の事業

者も入れておりますので、どこもそういう状況なのかなと思っております。

【清水委員長】

実際、福島県の業者だけが不利な状況に置かれるということは避けたいと思うんですよね。

状況を見たいと思いますね。

もう１つ質問なんですけれど、要するに管内では５０者に満たない、南会津では３０者に満

たない場合、隣接三管内にしてみる、それでも５０に満たない場合は全県になっちゃいますけ

れど、南会津の場合、隣接三管内にして３０者になっていればいいという考え方は成り立ちま

せんか。
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例えば、１９ページを見てください。

管内では３０に満たない。隣接三管内でも南会津では３７だからこれは全県だという風にな

っちゃうんですよね。

【行政経営参事】

最終的にこの委員会で議論したルールで基本は５０者であろうと、３０者というのは一番下

の区分の所、いわゆる管内要件のところで、南会津とか喜多方に限定して３０者でやむを得な

いだろうというルールをつくってますんで、制度スタートなのでそこを厳格にやったらどうか

ということです。

確かに内部でも委員長おっしゃるように、舗装で南会津が２３なだけで上に上げて４００者

で競争させる地域が出るというのは酷ではないかという意見もあったんですが、そこはやはり

ルール通りやるべきかなということでそういう設定をさせていただきました。

【清水委員長】

どう小川さん。

【小川委員】

たしかに理想論できちんとしてやりたいというのは私もわかるんですけれど、金額が５００

万未満の工事というのは、かなり小さい業者さんにとっては、これで食べている業者さんとい

うのもかなりたくさんいらっしゃると思うんですよね。

談合がないとは言えないのかもしれませんけれど、地域で何ら不都合なくやられているもの

を、入札改革だからといっていきなり範囲を広げてしまって、一般競争になれば価格競争とい

うのがどうしても出ちゃって、かなり業者さんが不安を抱いているのはそこなんですよね。

価格競争が激しくなって、今でさえ大変なのにさらに食べられなくなるんじゃないかという

不安が非常に大きなわけですから、どうしてもこれをやらなければいけないのであれば、不断

の見直しというのをなるべく早い時期にできるということを想定した上でやらないと、本当に

かわいそうな状況が想定されるんじゃないかなという不安を私は持っています。

【清水委員長】

どうですか皆さん御意見をいただきたと思うんですけれど。

やってみますか。その上で検証するということにしますかね。

【行政経営参事】

結局、県内部でも最終的にはそういう結論になったんですが、やはり制度発足はルールを決

めて厳格にスタートするのが筋であろう。それできめ細かいデータ観測というのをきちっとし

て、今後はこの間言いましたように方部別にも工事種別ごとにも落札率のデータをすべて出し

ますので、そういったデータを見ながら、当然、いろいろ事業者の方々の御意見、要望等も是

非聞いていかなくちゃなりませんので、そういったことを踏まえて随時、いつの時点で直すか

というのはいろいろありますが、そこは考えながらやっていければと思います。

【清水委員長】

資格者の数ですから、実際入札に参加するかどうかは別問題なんで、ちょっと出方を見てみ

ましょう。

報告ですので承りました。

ほかはいいですか。特定ＪＶあるいは随契関係についても報告ありましたが、特に御意見が

なければ。

それでは一応終わりまして、残ったのが抽出案件についてと談合情報への対応についてであ

ります。

それでは、先ほど言いましたとおりやりますから、まず、執行調書の説明をしてください。

説明を５件やって、質疑応答、意見交換については、その後にまとめてやります。どうぞ。

【各発注機関（県北建設事務所、会津若松建設事務所、警察本部会計課、会津農林事務所、相双

農林事務所担当者】

（資料５により説明）

【清水委員長】

どうも御苦労様でした。

ここで、マスコミの方、傍聴の方の御退席をお願いします。
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５分間休憩を入れます。

＜休憩＞

《以下非公開につき概要のみを記載》

【委員】

（抽出した理由を説明）

県北建設の案件・・・２者同額。くじ引きで辞退が多く落札率が９９．６％と高かった。

若松建設の案件・・・１者のみで予定価格と同額だった。

警察本部の案件・・・技術評価型９件のうち落札率が最も高かった。

会津農林の案件・・・すべて同額で落札率が８０％だった。

相双農林の案件・・・随意契約５件のうち落札率が最も高かった。

＜県北建設の案件＞

【委員】

入札辞退の時期はいつか。

【県北建設】

前日まで７者、当日の朝入札前に１者辞退した。

【委員】

朝というのは入札の会場か。

【県北建設】

９時半から入札だったが、その前に事務所に来て辞退の意思表示をした。

【委員】

辞退の理由は書く必要はないのか。

【県北建設】

当該入札後辞退の理由を詳しく聴くよう本庁から指示があったが、当時は入札辞退はいつで

もできることになっていたので聴いていない。ただ、２者については専任の技術者が配置でき

ないという説明があった。残り６者については、都合によりということでそれ以上は聴いてい

ない。

【委員】

辞退したのはすべて県外業者だが、県外業者として鋼橋上部工事に登録している業者は何者

あるのか。

【県北建設】

県外が９５、県内が４、合わせて９９者である。

【委員】

うがった見方をすると１３００万というのは県外業者から見ると微々たる金額の工事なので

最初からやる気がなかったのか。

今後一般競争になればこういうことはなくなっていくのではないかとは思う。

配置技術者がいないというのは例えば従業員がたくさんいる会社には当てはまらないような

気がする。

残った２者が同額だったがこの場合見積内訳書は不要だったのか。

【県北建設】

この工事については求めていなかった。

【委員】

９９．６％で同額というのはどう見たらいいのか。

【委員】

よほど採算の悪い工事だということではないか。

【委員】

価格が低すぎてやってられないというのは考えられる。

【委員】

たまたま９９．６％になっているが、予定価格から５万円を引いただけということではない

か。

よほど採算の悪い工事だから、技術者はいるけど技術者が配置できないという正当らしい理
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由を言って辞退したところもあるのではないか。

【委員】

今後、この委員会としてはこのようなケースは調べるということがあっていいのではないか。

談合があったとかなかったとかだけではなくて、予定価格が適切でなかったとういうのも重

要な情報だ。

＜若松建設の案件＞

【委員】

全員辞退して総入れ替えをしたが、１者のみの入札で落札率が１００％だったということに

ついて、どう思っているのか。

【若松建設】

１者のみの場合は入札を執行しないことを通知してなかったこと、また、当日他の入札もあ

り３９者が同じ部屋に集まっていたため、当該入札に参加する者が何者いるかは事業者にはわ

からなかったことから、匿名性、競争性が確保されると判断し入札を執行した。

【委員】

辞退した会社は会場に来なかったのか。

【若松建設】

前日までに５者、当日は３者の辞退があったが、当日の３者のうち１者は電話で２者は事務

所に来て辞退届けを提出した。

【委員】

１回目はどうだったのか。

【若松建設】

１回目は２日前までに全者が辞退した。

【委員】

私が先ほど聞いたことについてはどう思っているのか。

【若松建設】

結果的に競争性は確保されなかったと考え、１者による入札は行わない方針とした。

【委員】

質問の趣旨は、この度このようなことになったことについてどう思っているのかということ

である。

【若松建設】

入札の辞退の理由については、全者聴き取り調査をした。

１回目の入札について聴き取り調査をした結果、辞退の理由は当該時期に工事が集中してい

るため技術者が配置できないということであった。

２回目の入札についても聴き取りをしたが同様の回答であった。

【委員】

要するに価格のせいではないと受け止めているということか。

【若松建設】

業者にはいろいろ聴いたがそれ以外の判断する材料は見当たらなかった。

【委員】

落札率１００％というのは事実上辞退の意思表示なのか、自分しかいないことがわかってい

たかどちらかだと思う。

【委員】

辞退した会社が土木部の発注工事一覧に掲載がある。

もし、技術者が配置できないということがあるのであれば、工事全体に対して目配りができ

ているのか。

【委員】

そこまでは見ていないということか。

【委員】

業者のいうことを鵜呑みにしていたら仕事にならない。

言っていることが事実と違うのであれば不誠実な対応の典型である。
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つまり、辞退の理由について誠実な回答をしていないということになる。

片方では引き受けて片方では技術者がいないから辞退するというような対応はおかしい。

そのようなチェックも今後はしていただきたい。

【委員】

一般的にこの価格ではやれないということを業者が言うことはないのか。

【県北建設】

ほかの工事だが、積算した結果、予定価格の範囲ではできないので辞退するということがあ

った。

【委員】

極めて珍しいのか。

【県北建設】

何件もあるものではないと思う。

【委員】

役所とのつきあいの中で言いにくいというのは考えられるが、正直に言ったらいいと思う。

【委員】

いろいろな業者から聞くと、予定価格はどんどん下がってきていて、まじめに積算すればす

るほどできないものが増えているという話は多くなっている。

これから一般競争になって、業者が参加しなくなるということが考えられるので、予定価格

の設定というものを配慮しないといけない。

談合の問題と一括りにして考えるべきものではない。

＜警察本部の案件＞

【委員】

１番札と１５番札との間が１０００万しかない。普通だともっとばらついている。

間が均等とかいうわけではないが、逆に疑わしくも思える。

【委員】

間が近接しているというのはどういう意味があるのか。

【委員】

上の方に張り付いているということである。

【委員】

落札率が９５．５％というのは必ずしも高くはない。

【委員】

９５％以上というのが問題になっている。

＜会津農林の案件＞

【委員】

全者予定価格の８割で同額という案件だが、これはどういう風に理解すればよいと考えてい

るのか。

【会津農林】

入札額は同じだが見積内訳書の詳細は各者違っていたため、積算の考え方、他者と情報交換

的なものがあったのかなどを個別に聴いた。

各者とも予定価格を基にして設計図書によって技術部門の積算をし、営業努力を加味して見

積もり金額を決めていた。

また、情報交換的なものについては、そのようなことはなく、もしそのようなことをしたら

社内規定に違反してクビになるという話もあった。

さらに、内訳書の内容を積算担当者がチェックし、類似性がないことを確認した。

【委員】

私は競争性が激しくて最低制限価格の八掛けをしたということだと解釈している。

最低制限価格は設けてあったのか。

【会津農林】

設けてあった。

【委員】
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最低制限価格の昔の基準が８０％だったということをみんな知っている。

【委員】

だから業者は最低制限価格はこのくらいだという情報をもっていて、八掛けであれば安全に

残れるということを考えて入札するということはあり得る。

【委員】

７９％で入札すると失格してしまう可能性があるから、みんな一斉に８割で入れた。

【委員】

機械設備の業者だと思うが、業者数が少ないのだと思う。特にポンプ関係をやれるところと

いうのは限定されるのではないかと思うが、できる業者は県内、県外それぞれ何者か。

【会津農林】

８００点以上の客観点で言うと県内２１２、県外１１８、合計３３０者あった。

【委員】

一般競争入札にした場合こういうことは起こり得る。

業者が少なくなるケースと最低制限価格に狙いを定めてくじ引き覚悟で入札するということ

は起こり得る。

競争が激しいからこうなっていると考えるともっと参加業者数が多くてもいいのではないか

と思う。

【委員】

みんな８割でできるのであれば、さらに安い価格でできるのかをみるため、もう１回入札を

するとか、業者を入れ替えるとかという対応はとらないのか。

【委員】

業者も積算をしているので、何も悪くないのになぜ取り止めるのかという批判が出るおそれ

がある。

【事務局】

これまでそのようなことはしていないが、資料２の７ページの上にあるように、今後は談合

情報がなくても不自然な入札があれば、監視委員会の判断を経て入札を中止するということは

あり得る。

最低制限価格の公表や設定の方法は今後検討の余地があると考えている。

＜相双農林の案件＞

（特になし）

＜まとめ＞

【委員】

辞退の理由をよく確認する必要があるが、一般競争入札になると辞退というのは基本的にな

くなるので、こういう事態はなくなると考えられる。

応札業者が極めて少ない場合はどうするのかという問題があるが、今後は１者の場合はやら

ないということか。

【事務局】

指名競争入札の場合はそのとおりだが、条件付一般競争入札の場合は郵便入札なので１者で

も開札をする。

【委員】

最低制限価格の問題が課題として残ったが今後検討していくべきである。

今後は談合情報がなくても監視委員会が調査をすべきであるような案件がいくつもあったと

言える。

談合があったかどうかではなくて、こういったことが起こったメカニズムを解明する必要が

ある。

予定価格が適切でなかったり、最低制限価格に改善の余地があったりという問題の検証がで

きる。

＜談合情報への対応状況について＞

【発注機関】

（説明）
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【委員】

電話してきた者の会社名、氏名の固有名詞があるが、実在したのか。

【発注機関】

会社は存在するが、電話番号を言わなかったのでそれ以上は確認できなかった。

【委員】

電話だけでの確認でそれ以上はしなかったということか。

【発注機関】

いろいろ調べたが人物は特定できなかった。

【委員】

談合情報があった時に確認するというのは重要なことだと思う。

会社に電話すれば判ったのではないか。

どこまで確認するというようなマニュアルはないのか。

【委員】

今後は、この委員会が対応することになる。

内部告発の様なものになるので、当局が追及すると本人が不利な立場になることもある。

課題は見えてきたが、今後この委員会が対応する場合は慎重に対応しなければならないと思

う。

＜その他＞

【事務局】

（日程確認等について事務連絡）

＜閉会＞


